
名古屋市特別養護老人ホーム優先入所指針

１　　目的
この指針は、特別養護老人ホーム（以下「施設」という。）への入所申込み

が増大する中、国の基準省令改正の趣旨にかんがみ、施設サービスを受ける
必要性が高い者から優先的に入所いただく必要があることから、介護の必要
の程度及び家族等の状況を勘案した優先入所基準並びに入所決定の手続きを
予め示すことにより入所の透明性・公平性を確保し、もって施設サービスの
円滑な実施に資することを目的とする。

２　　入所申込みの方法
施設への申込みは、各施設で定める入所申込書により行う。
なお、各施設は、優先的な入所を判断する際に勘案する項目を盛り込んだ

標準入所申込書（様式１）に準じた入所申込書を作成するものとする。
(１) 入所申込書の受付

①　施設の説明
施設は、入所申込書を受け付ける際に、原則として入所希望者及び

家族等と面接を行い、心身の状況や病歴等の把握に努めるとともに、
入所順位の決定方法及び下記(２)について十分説明を行い、入所申込
書に署名を受けることとする。
また、入院治療の必要があるなど、施設サービスの提供が困難な場

合は、その理由を入所希望者及び家族等に対し十分説明し、理解を得
るとともに、医療機関や介護療養型医療施設・介護老人保健施設等を
紹介するなどの措置を講じるものとする。
②　受付簿の管理
施設は、入所申込書を受理した場合は、受付簿にその内容を記載し

て管理する。
また、入所や辞退等の事由が生じた場合は、その内容を記録し、経

緯を明らかにしなければならない。
(２)　状況の変更に伴う届出

入所申込書を提出した後、入所希望者等について以下の状況が変化し
た場合、入所申込者は書面にてその旨の届け出をするか再度の入所申込
みを行うものとする。
ア　入所希望者の要介護度
イ　主たる介護者の変更
ウ　その他入所の必要性に大きく関係する状況変化

３   入所決定の手続
(１) 入所検討委員会の設置
施設は、入所の決定に係る事務を処理するため、入所検討委員会（以
下「委員会」という。）を設置しなければならない。委員会の構成・運営
は以下のとおりとする。
1 委員
委員会の委員は、施設長、生活相談員、介護支援専門員、介護職員、

看護職員並びに少なくとも１名の施設職員以外の第三者により構成す
る。
なお、施設長は、各施設の実情に応じ、上記以外の職種の職員を委

員に加えることができるものとする。
2 開催
委員会は、施設長が召集し、原則として３か月に一度開催する。

ただし、必要な場合は、これに限らず開催するものとする。
3  所掌事務
委員会は合議制とし、入所申込書及び当該申込書を基に調製した入

所希望者調書（以下「調書」という。）により入所の必要性を審議し、
優先順位の高い方から順に、入所候補者名簿を調製する。

4   議事録
委員会は、会議開催の都度、審議の内容を記載した議事録を作成し、
２年間保存するとともに、名古屋市又は愛知県から求められた場合は、
これを提出するものとする。

(２) 委員の義務
委員会の委員は、業務上知り得た入所待機者及びその家族等に関する

個人情報を漏らしてはいけない。委員の職務を退いた後もまた同様とす
る。

４   入所の必要度の評価基準
施設は、次に掲げる項目について調書を作成し、その結果を総合的に勘案



した上で、入所に係る優先順位を決定する。
なお、施設は、調書作成に際し、必要に応じて、入所希望者が利用する居

宅介護支援事業所の介護支援専門員から意見を聴取するものとする。
入所申込書による調書の作成
次の勘案項目について評価基準表により点数化し、合計点の高い順に優先

順位を決定する。
1 介護度、認知症による問題行動
2  主たる介護者の状況
3  他の要介護者等及び介護協力者の有無
なお、以下の勘案項目については、入所希望者等の個別事情を勘案する項

目とし、委員会の判断により評価基準表に基づき点数化を行なう。
ア　 居宅サービスの利用状況
イ　 要介護認定日以降の介護期間の長短
ウ　 介護によって生じる身体的・精神的負担
エ   居住環境
オ   入所待機期間の長短（暫定措置）
カ   その他居宅生活における困難性

５   特別な事由による入所
上記４にかかわらず、次の場合は、施設長の判断により入所を決定するこ
とができる。この場合、決定直後の委員会において、その経過を報告すると
ともに、議事録に登載することとする。
(1) 区社会福祉事務所長から老人福祉法第１１条に定める措置入所依頼が

あった場合
(２) 災害や事件、虐待等の事情により、緊急性が認められ、委員会を開催

する余裕がないとき
(３)  長期入院（３か月以上）による契約解除の後、再入所が可能となった

場合で、在宅生活が困難なとき
６   施設の状況による入所者決定の調整

入所順位は上記３及び４により決定するが、施設における適切な入所者処
遇と適切な施設運営を図るため、次の項目を勘案して入所者の決定を調整す
ることができるものとする。この場合、入所直後の委員会において報告を行
うとともに議事録に登載する。
1 性別
2 施設の特性（認知症専用床、その他）

７　　入所希望者等への情報開示
入所希望者等から、入所検討委員会の結果について照会があった場合、施

設長はその結果について説明を行い、十分理解を得るよう努めるものとする。
その場合、当該入所希望者に関して入所検討委員会に提出した資料につい
ては、必要に応じて本人に開示するものとする。

８　　入所辞退者の取り扱い
この指針に基づく入所決定者から、入所に際して自らの都合により一時的

に入所を辞退する旨の申し出があった場合、施設はその決定を取り消すとと
もに、入所順位を繰り下げるものとする。その場合の順位は、辞退の理由等
を考慮し施設が判断するが、その辞退が入所決定者や介護者の状況の変化に
よるものである場合は、改めて委員会で順位を決定する。

９  その他
(１)　優先入所指針の適用時期

この指針は、平成１５年４月１日から適用する。
ただし、適用に向けた各種準備手続きについては事前に進める。

(２)　指針の適正運用
①施設は、この指針に基づき適正に入所の決定を行うものとする。
②名古屋市老人福祉施設協議会（以下「老施協」という。）と名古屋市は、
この指針が円滑に運用されるまでの当分の間、合同で「入所指針運用
適正化委員会」を設置し、各施設に寄せられた相談・苦情等を定期的
に検証して施設に助言等を行なうとともに、老施協全体で情報を共有
化し、指針の適正な運用を図るものとする。
なお、その際、併せて、事例検討を通じた評価基準適用の標準化も図
るものとする。

（３）指針の見直し
指針適用後の状況から、指針を見直す必要があると判断した場合には、

適宜見直しを行うこととし、老施協及び名古屋市で協議する。



　名古屋市内の特別養護老人ホームでは、同じ入所基準に沿って、入所の優先順位を決定しています。具

体的には、入所を希望される方の介護状況その他に応じて、入所の必要度を点数化し、点数の高い方から

ご入所いただける制度となっています。

　①はじめに、介護状況その他についてお伺いするため、お申込書を作成いただきます。分からないとこ

ろは、申込時に職員がお聞きします。

②お申込書から入所の必要度を点数化します。その点数をもとに、老人ホームごと開催する入所検討委

員会で入所の決定を行います。入所できることになりましたら、老人ホームから連絡があります。

③ご連絡後、必要な面談や健康診断を行い、入所に支障がない場合、契約をして入所となります。申込書

に事実と異なる記載があったときは、入所できなくなりますので、ご注意ください。
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（１）お申込のときの状態から変更があった場合は、変更届の提出をお願いし
ます。変更届がない場合は、適切な点数化ができないことがあります。
　【変更届が必要な場合】
ア　入所希望者の要介護度
イ　主たる介護者の変更（介護の困難性に関わる状況の変更含む。）

　　ウ　その他入所の必要性に大きく関係すると思われる状況変化

（２）連絡先が不通となり、連絡先変更のご連絡がない場合は、取下げの扱いと
させていただく場合がありますので、ご了承ください。

（３）他の老人ホームに入所するなどして、申込の必要がなくなりましたら、申
込をした老人ホームにご一報くださいますようお願いします。

（作成）名古屋市特別養護老人ホーム優先入所指針運用適正化委員会


